
（別紙様式４－２）                                                      （特別支援学校用） 
 

（熊本県立黒石原支援）学校 令和２年度（２０２０年度）学校評価表 
 

１ 学校教育目標 

児童生徒一人一人の今を充実させるとともに、将来の自立と社会参加を目指し、可能性を伸ばす。 

 

２ 本年度の重点目標 

（１）学習指導要領に基づき、一人一人の実態に応じた効果的な授業の実践 
（２）自立活動指導の充実 
（３）卒業後の生活に活きるキャリア教育の推進（進路指導） 

（４）児童生徒が安心できる教育環境の整備 

 

    評 価 項 目 
評価の観点 具体的目標 具体的方策 

評

価 
成果と課題 

大項目 小 項 目 

学校 

経営 

 

教育目標を達

成するための

体制整備 

 

教育的ニー

ズへの細か

な対応 

 

 

各クラス・各課程

・各学部での情報

共有を図り、チー

ム支援を強化す

る。 

 

 

 

児童生徒支援シー

トや検討会議シー

ト等を活用して各

クラス、各学部主

事、各校内支援担

当による検討対応

を進め、解決策の

実践に８割は結び

つけ、チーム対応

を強化する。 

Ａ 保護者とも協力しながら、各クラ

ス、各学部主事、各校内支援チー

フ・担当が、児童生徒支援シート

や検討会議シートを活用して対応

を検討し、解決策の優先順位を決

めながら取り組むことによって、

解決策の９割は実践に移すことが

でき、チーム対応を強化できた。

今後も解決策の実行や振り返りの

促進、効果の周知を図ることで, 

チーム支援を強化していく。 

迅速な支援を行う

ため、段階的な校

内支援体制の機能

強化を図る。 

ＳＣ（スクールカ

ウンセラー）・Ｓ

ＳＷ（スクールソ

ーシャルワーカ

ー）等の活用や関

係機関とのケース

会議、校内支援委

員会における課題

解決型の取組を進

め、解決策の実践

に８割は結びつけ

て、児童生徒の課

題改善を図る。  

Ａ 令和３年１月２５日時点で、ＳＣ

活用数のべ４９件、ＳＳＷ活用数

のべ５９件、ケース会議開催数の

べ６５件、校内支援委員会開催数

のべ７件であり、課題解決型の取

組を進めることによって、解決策

の９割は実践し、児童生徒の課題

改善を図ることができた。今後も

関係機関等とも連携することによ

って、段階的な支援体制の強化を

図っていく。 

学校改革 

 

校務の整理

・精選及び

業務改善 

 

 

校務分掌の編成を

見直すことによる

業務の平準化と、

ルーティーンワー

クのマニュアル化

による業務の効率

化を促進する。 

分掌部の業務を平

準化するため、環

境整備部を廃止

し、様々な業務に

柔軟に対応する総

務部を新設する。

また、業務マニュ

アルを５つ以上作

成または改訂す

る。 

Ａ 環境整備部を廃止した上で、既存

の分掌部の業務を見直し、総務部

を新設した。比較的業務の集中し

がちな分掌部の負担が減少するな

ど、業務の平準化にも効果があっ

た。業務マニュアルは１２月末時

点で給食や緊急対応等に関して６

つ作成できている。 

超過勤務時

間を減らす

ことによる

職員の心身

の健康維持

増進 

県の働き方改革ガ

イドラインで上限

の目安である、月

の時間外勤務４５

時間を超える職員

の数の月平均を、

遅くとも午後６時

３０分には退勤す

るよう促し、毎週

水曜日の定時退勤

日を徹底する。毎

月の統計結果か

Ａ ４月から１２月の時間外勤務が４

５時間を超える職員の月ごとの平

均人数は４.８である。昨年度の

同期間が１９.１なので、約４分

の１まで減少している。例年、１

月以降は時間外勤務が減少するの



昨年の１６人から

半減させる。 

ら、超過勤務が長

い職員に、面談を

通して意識付けを

行う。 

で、目標は十分達成できる見込み

である。４５時間を超える職員が

固定傾向にあり、これをどう解消

するかが今後の課題である。 

授業の 

充実 

 

児童生徒の実

態に応じた教

育課程の編成

と実践 

 

現在の教育

課程につい

ての整理・

検討と中高

における新

学習指導要

領への対応 

本校生徒の実態に

合った新学習指導

要領版の中学校用

検定教科書を７月

上旬までに適切に

選定する。また、

高等部の新学習指

導要領に対応した

教育課程を1月ま

でに策定する。 

県から選定依頼の

あった本校担当分

の保健体育･国語･

社会(歴史)につい

て、校内選定委員

会を６月に開くな

どスケジュールを

立てて作業を進め

る。高等部の課程

会で数回に分けて

教育課程の提案を

行って修正を図

り、カリキュラム

マネジメント委員

会で最終決定を行

う。 

Ａ 中学校用検定教科書の本校担当分

について、校内選定委員会等スケ

ジュールに沿って適切に作業を行

い、選定することができた。高等

部の教育課程について、新学習指

導要領に沿ったⅠ課程の教育課程

案を策定し、２月のカリキュラム

・マネジメントﾄ委員会で最終調

整・確認する予定である。 

カリキュラ

ムマネジメ

ントの推進

及び実態に

応じた効果

的な｢個別の

指導計画｣活

用の工夫 

自立活動実践シー

トと個別の指導計

画の連携及び整理

を１月までに行う

ことと併せて、個

別の指導計画の活

用を図る。 

教務部を中心に連

携チームを作り、

カリキュラムマネ

ジメント委員会等

で意見を頂きなが

ら作業に取り組

む。また、各学期

２回以上個別の指

導計画の目標や手

だて等の見直し、

活用の呼びかけを

行う。 

Ｂ 新学習指導要領に対応した小中高

Ⅲ課程・訪問教育の自立活動実践

シート、個別の教育支援計画、個

別の指導計画、通知表の連携・整

理を行うことができた。個別の指

導計画の活用については、呼びか

けは行ったが各学期２回以上の見

直し等を含めた活用までには至っ

ていない。 

専門性の向上 

 

職員研修の

充実 

自立活動や教科の

指導の理論と実践

を充実させるた

め、研修会を実施

する。 

福岡教育大学の教

授やコーディネー

ターによる研修会

を実施したり、自

立活動実践シート

の活用を促進した

りする。 

Ａ 福岡教育大学の教授による重複障

がいの児童生徒や知的障がいを伴

う児童生徒の研修を行ったり、コ

ーディネーターによる自立活動の

研修を行ったりして、専門性の向

上に努めた。また、自立活動実践

シートを学期末等に見直し、エビ

デンスを基にした指導を意識でき

るようにした。今後は、心身症や

精神疾患の児童生徒が増えてきて

いることから、その分野での専門

性を高める研修も取り入れていく

必要がある。 

自立活動の視点に

立った授業実践に

ついて研究を深め

る。 

各学部課程におい

て、それぞれ年間

１回以上の研究授

業や授業研究会、

公開授業等を行

い、授業の課題や

改善方法を明らか

にし実践に生か

す。また、職員の

ニーズを調査し自

Ｂ 感染症予防上、学部を越えた研究

授業や授業研究会等は難しかった

ため、学部課程ごとに実施した

り、少人数グループでの自立活動

実践交流会を実施したりした。ま

た、スーパーティーチャーを活用

したり、自主研修を実施したりし

た。それらのことを児童生徒一人

一人に応じた指導に生かすように

した。今後も継続して、児童生徒



主研修を実施し、

専門性の向上を図

る。 

の個々の教育的ニーズに合った指

導について、複数の目で考える機

会を設けていく必要がある。 

キャリ

ア教育 

(進路 

指導) 

キャリア教育

の推進 

 

 

キャリア教

育の観点か

らの身に付

けたい力を

踏まえて実

践できる環

境の整備 

児童生徒の「個別

の教育支援計画」

の長期目標をキャ

リア教育の観点か

らも捉え、キャリ

ア教育を意識した

教育となっている

か検討する。 

「個別の教育支援

計画」の長期目標

について、夏季休

業中に記入状況を

進路指導部内で点

検し、学部職員に

フィードバックす

る。 

Ａ 長期目標を点検し、フィードバッ

クを行った。今後は、分掌部内で

の定期点検や情報共有の機会を増

やし、学部や課程職員への周知を

図りたい。 

補足資料を作成

し、学期目標の設

定や振り返りを通

して、児童生徒が

自身の学習を主体

的に振り返る機会

を設定する。

（ⅠⅡ課程） 

学期に１回、補足

資料の記入状況を

点検する。（ⅠⅡ

課程） 

 

Ｂ 今年度から始まったキャリアパス

ポートの実施時期や補足資料の内

容について、生徒や教師の意見を

聞きながら、補足資料の点検を行

った。今後は生徒や職員の意見を

参考にしながら必要に応じて改訂

していく。 

進路指導の充

実 

 

 

個に応じた

進路指導の

充実と卒業

後の定着支

援 

卒業後の生活を見

据えた進路指導を

行い、適切な進路

先決定へ導く。 

 

 

 

 

 

・客観的な評価の

ために実習等での

事業所評価を含め

た第三者評価を活

用し、本人・保護

者・関係機関と進

路の方向性を共有

する機会を年２回

設ける。 

・医療的ケア対象

生徒や手帳のない

生徒等の進路先の

開拓に向けて、関

係機関及びハロー

ワークと連携す

る。 

Ｂ 今年度の現場実習はコロナ禍の影

響を受け、３年生優先での実施と

なり、１・２年生の校外での実習

や見学については制限を設けざる

をえなかった。そのためＩＣＴを

活用した校内実習の工夫や電話に

よる相談を実施した。 

 

 

夏季休業中に予定していた一般企

業や福祉事業所の訪問はコロナ禍

のため実施できなかったが、２学

期に生活介護事業所の見学や、ハ

ローワークへの相談を実施した。 

卒業生の定着支援

を行い在校生の指

導につなげる。 

新型コロナウイル

ス感染防止の観点

から、卒業生との

交流会や同窓会等

の集会を中止す

る。代わりに、夏

季休業中に電話や

手紙等を活用して

卒業生の様子を把

握し、職員間で共

有するとともに、

在校生の指導につ

なげる。 

Ａ １学期～夏季休業中に卒業生に電

話による聞き取りを実施した。そ

の後、本人や保護者から学校や担

任に相談や報告する場合も見られ

るようになった。特に自宅で過ご

している卒業生については、旧担

任と情報を共有し、今後も丁寧に

対応していきたい。 

生徒 

(生活) 

指導 

 

 

 

児童生徒の規

範意識の向上 

情報モラル

をはじめと

した、生活

全般におけ

る規範意識

の育成 

情報モラルに関す

る全体指導を教育

課程内で年１回以

上、携帯電話校内

所持者への指導を

各学期１回実施す

る。 

県や警察署等から

の通知及び報道で

の関連情報を日常

的に収集し、自分

のこととして捉え

られるよう、具体

的事例を提示す

Ｂ 県から配付されたデータ等をもと

に、中学部及び高等部ⅠⅡ課程に

おいて、ＳＮＳでのトラブルを主

な学習内容に取り上げ、スマホ安

全教室を実施し、ＳＮＳ上のトラ

ブルがスマホ等を使用しない学校

生活にも影響を及ぼす怖さについ



長期休業中の生活

についての指導を

各休業前（年３

回）に全学部で実

施する。 

る。 

「児童生徒会のき

まり」及び「高等

部生徒心得」に基

づき、各学級に指

導内容を伝達した

上で各学期末１回

ずつ指導を行う。 

て考えを及ばせる生徒が多かっ

た。今後も日常的に話題にして考

えてもらえるよう、積極的に情報

発信、考える機会の設定をしてい

く。高等部においては、携帯電話

校内所持者への指導を２回実施し

た。 

学部集会及び長期休業前の学級活

動等にて、生徒指導部から発行し

た「夏休みのしおり」「冬休みの

しおり」を活用し、学級担任より

指導を行った。現時点では大きな

問題等は挙がっていないが、今後

も日常的に情報共有とこまめな指

導を継続する。 

児童生徒の主

体的活動の推

進 

 

小中学部児

童生徒会及

び高等部生

徒会の充実 

文化祭、学習発表

会での自分のグル

ープや通年の委員

会等で役割を果た

せるよう、文化祭

及び選挙期間中、

週１回以上の活動

の場を設定する。 

業務内容や集まる

回数などについ

て、初めに児童生

徒に示し、課題や

見通しをもって児

童生徒が活動でき

るよう支援する。 

Ａ 感染症拡大防止のため、クラスを

越えての活動にはかなり制限があ

ったが、集合する教室を分けてＺ

ｏｏｍによるリモート会合にする

などして、定期的に文化祭実行委

員及び選挙管理委員会の活動に取

り組む環境を整え、文化祭の成功

や充実した選挙活動につなげるこ

とができた。 

人権教育

の推進 

全職員の人権

意識のさらな

る向上 

取組の方針

や重点的な

取組などの

共通理解 

人権教育取組に

関する職員研修

を計画的に実施

し、人権教育に

ついての共通理

解を図る。 

人権教育推進委

員会を年に３回

開催し、校内の

人権問題に対す

る事案について

指導・支援・方

法等を検討す

る。また、本校

の実情に応じた

研修を年３回以

上企画し、全職

員で見識を深め

るようにする。 

Ｂ 人権教育推進委員会は、第１回

を対面にて、第２回を書面にて

実施した。対外的な研修の機会

がほとんどなく、校内でも３密

環境下を避けるため、書面にて

研修を行い、１２月に会場を分

散して校内研修（部落問題につ

いて）を実施した。 

地域社会と

連携した人

権教育の推

進 

地域の人権教育

に関する研修会

に積極的に参加

する。 

合志市人推協の

公開授業研究会

を始めとした各

種研修会に年２

回以上参加し、

職員会議にて復

講することによ

り、職員の共通

理解を図る。 

Ｂ 感染症拡大防止のため、校外研

修の機会がほぼなかった。人権

教育主任が地域の担当者会や研

修に参加し、その様子や内容を

書面にて回覧復講を行い職員に

伝えた。また、オンラインの人

権問題講座の紹介等を行った。 

人権教育に関

わる指導方法

等の工夫・改

善 

 

人権教育特

設授業にお

ける内容の

工夫や指導

法の改善 

各学部において

児童生徒の実態

やニーズ、発達

段階に応じた学

習内容の工夫・

改善を行う。 

 

  

児童生徒の実態

を学部課程職員

間で共通理解

し、個に応じた

授業実践になる

ように十分配慮

しながら指導す

る。年に２回の

特設授業の企画

Ｂ 前期、後期の２回の人権週間に

おいて、指導案等に人権教育の

視点を明記し、全学部で児童生

徒の実態に応じた特設人権学習

の授業実践（コロナウイルス感

染への人権問題、ハンセン病問

題、仲間作り、進路公開、部落

差別問題など）を行った。ま

た、授業実践の指導案をまとめ



立案について、

人権教育推進委

員会を中心に必

要な情報提供を

行う。 

回覧復講を行い、職員の指導法

の改善に役立ててもらった。本

年度は、児童生徒間の交流機会

の中止が多かったので、次年度

は仲間づくりのできる授業の実

践を図る。 

命を大切にす

る心を育む指

導の充実 

 

授業実践の

充実・整理 

各学部におい

て、児童生徒の

実態やニーズ、

発達段階に応じ

た「命を大切に

する心」に関す

る学習を学期毎

に１回（年３

回）行う。 

各教科・各領域

等の学習と関連

づけ、命の重さ

について児童生

徒が十分に考え

ることのできる

ような学習内容

の精選を図る。 

Ｂ 本年度は、コロナ禍のために講

師を招いての講演会や、児童生

徒の心が音楽を通して一つにな

るような生徒集会ができず、各

学部、学級のそれぞれにおいて

７月と１２月に実践を行った。

また児童生徒会での活動の中

で、いじめ防止標語の作成な

ど、いじめ予防に対する取組を

行った。 

いじめ

の防止

等 

いじめ防止に

向けた取組 

 

 

 

小・中・高

の学部や課

程の枠を超

えた仲間意

識の育成 

いじめを絶対に許

さない、見逃さな

いという児童生徒

の意識を高める。 

６月に生徒会中心

でいじめ防止標語

を作成し、通年で

掲示するととも

に、情報モラルと

併せて各学期１回

以上、集会活動も

しくは学級で指導

ができるようスラ

イド等を準備す

る。 

Ｂ 学部を越えた全校交流集会が実施

できなかったが、各児童生徒会で

いじめ防止標語を作成し、日常的

に意識できるよう、児童生徒が通

る廊下に掲示した。コロナ禍のた

め集会活動はできなかったが、ス

ライド等を準備し、各学期１回以

上、学級で指導を行った。 

また、心のアンケートからは、楽

しい学校生活には交流があるとい

いという意見も見られ、周りの児

童生徒を意識していることも垣間

見られた。全校挙げては難しいか

もしれないが、クラス単位など、

小集団での交流の工夫について考

える余地がある。 

不安や悩み

等に対する

相談活動の

実施 

積極的な介入を行

い、いじめの早期

発見早期対応、解

決を図る。 

いじめの定義、い

じめ防止への取組

について職員会議

等で共通理解を図

る。また、アンケ

ートを学期に1回

実施し、その都度

担任による個別面

談を実施するとと

もに、毎学期始業

前に保護者にもア

ンケートを実施

し、それをもとに

面談を実施する。 

Ｂ 年度始めにいじめの定義や本校で

のいじめ防止に向けての取組につ

いて職員会議で説明した。児童生

徒に対しては、各学期に１回、学

校生活に関するアンケートを実施

した。保護者に対しては、ⅠⅡ課

程においては毎学期始め、Ⅲ課程

及び訪問教育においては冬休み明

けにアンケートを実施した。家庭

での長期休業中の様子を聴き取

り、各学期初めの児童生徒の支援

に生かす機会になった。 

いずれもいじめにつながる心配を

するような事案は現時点では挙が

っていない。今後は、職員間での

いじめ防止の意識を更に高めてい

きたい。 

地域 

支援 

特別支援教育

に関する山鹿

市の小中学校

等への支援 

 

特別支援教

育に関する

教育相談や

研修会の充

実 

小・中学校等への

巡回相談及び電話

相談等を実施する

と共に、効果的な

継続支援を行い、

特別支援教育の推

検討会議シート等

を活用した課題解

決検討会の方法を

推進しながら、具

体的な支援策を提

案し、支援策の８

Ａ 関係機関と連携し、課題解決検討

会の方法を通して、具体的な支援

策を提案することで、支援策の８

割を実践に結びつけることがで

き、その効果を確認することがで

きた。また、地区コーディネータ



進や地域支援体制

の構築を図る。 

割は実践に結びつ

ける。また、PDCA

サイクルによる定

例会開催を継続的

に実施し、関係機

関とも連携しなが

ら支援体制の機能

化を図る。 

ー会議や巡回相談員会議等の特別

支援教育に関する会議等を活用し

て、情報共有及び事例検討をし、

検討した内容を定例ケース会議等

で提案・実施し、役割分担しなが

ら繰り返し取り組んだことで、支

援体制の機能化を図ることができ

た。 

病弱教育に関

する県域の小

中学校等への

支援 

病弱教育に

関する研修

会や教育相

談の充実 

 

関係諸機関とのネ

ットワーク作りを

推進しながら、小

・中学校等への巡

回相談及び来校相

談、電話相談等を

継続的に実施す

る。 

 

 

 

本校の専門性を生

かした教育相談を

実施すると共に、

継続支援を行うこ

とで、提案した支

援策の８割は実践

に結びつける。ま

た、教育相談啓発

に向けてリーフレ

ットの配布・活用

を行いながら、各

特別支援学校とも

連携した支援を行

う。 

Ａ ニーズに応じて、情報教育部と連

携して教育相談の対応をしたこと

により、本校の専門性を生かした

支援を行うことができたと共に、

継続支援することで、提案した支

援策の８割は実践に結びつき、そ

の効果を確認できた。また、｢教

育相談リーフレット｣を改良し、

県内全ての病弱学級（小学校５６

校、中学校１８校）や支援担当エ

リアの事業所等にも配付したこと

で、病弱教育に関する巡回相談等

につながったケースがあり、県域

の支援を効果的に実施することが

できた。 

自立活動に関する

指導の充実や専門

性向上に向けて、

本校職員への研修

等を実施し、セン

ター的機能の充実

を図る。 

外部専門家を活用

した教育相談及び

実技研修を企画・

運営し、関係機関

との連携を強める

ことによって、適

切な手立ての８割

は実践に結びつ

け、授業改善や合

理的配慮の推進を

図る。 

Ａ 総務部と協力しながら、教育相談

及び実技研修の企画・運営を効率

よく行うことができた。また、報

告書に｢中間評価｣を設けてＰＤＣ

Ａサイクルで検証・見直しをする

ことで、授業改善を図ることがで

きた。また、手立てに優先順位を

つけることで９割は実践し、適切

な指導や配慮の提供を行うことが

できたとともに、手立ての効果の

周知を設定することでも、専門性

向上を図ることができた。 

地域連

携(ｺﾐｭﾆ

ﾃｨ･ｽｸｰﾙ

など) 

コミュニティ

・スクールの

推進 

 

地域の関係

機関との連

携体制の確

立 

本校の学校運営や

教育活動について

地域の理解を深め

るとともに、その

改善のために指導

・助言を仰ぐ。 

コロナウイルス感

染症予防対策を講

じながら、可能な

形態で学校運営協

議会を年２回実施

する。その際、本

校における取組を

具体的に提示し、

様々な視点から指

導・助言をもら

い、８割以上改善

に結びつける。 

Ａ コロナウイルス感染症拡大予防の

観点から、１回目は書面で実施し

た。２回目も書面での実施予定で

ある。令和３年１月末時点では２

回目を実施していないが、１回目

の委員からの指導・助言は、校内

でできる範囲に関しては、ほぼす

べて改善できた。 

 

地域とのより

よい関係づく

りの推進 

地域のさま

ざまな資源

の活用の推

進 

地域の機関、団体

との交流を活性化

する。 

コロナウイルス感

染症予防、教材開

発、卒業後の社会

生活支援、家庭支

援、防災対策等に

ついて医療機関、

行政機関、事業所

等との連携を継続

Ａ コロナウイルス感染症による様々

な制約があったが、協議や工夫を

重ね、できうる限りの取組を実践

した。熊本高専とは、Ｊａｐａｎ 

ＡＴフォーラムを契機に連携が一

段と深まった。保護者アンケート

の「学校と地域との連携がとれて

いる」の項目では、昨年度７７ポ



する。 イントから８１ポイントに上昇し

た。 

健康 

安全 

危機管理の徹

底とシステム

の整備（主に

新型コロナウ

イルス感染症

対策） 

感染症のウ

イルスを校

内に持ち込

まないため

の環境対策 

校内での新型コロ

ナウイルス感染症

発症者数をゼロに

する。 

・登校時にドライ

ブスルー方式を取

り入れて、健康観

察を行う。フロー

チャート方式で、

再チェックが必要

な児童生徒の対応

を統一する。 

・職員も毎日健康

チェック表の記入

を行う。 

Ａ 登校時のドライブスルー方式によ

る健康観察や、職員の毎日の健康

チェック（３学期からは、デジタ

ル化）を継続して行うことができ

た。また、状況に応じてフローチ

ャートの改定を行いながら、再チ

ェックが必要な児童生徒の対応を

統一することができた。それらの

結果、校内の発症者数を０にする

ことができた。 

感染症のウ

イルスが校

内で蔓延し

ないための

対策 

環境整備や児童生

徒、職員の健康管

理に毎日取り組

む。 

・毎日、昼に児童

生徒、職員の検温

を行う。 

・毎日、校内の消

毒を行う。 

・３密を避けた指

導・支援方法を工

夫して行う。 

・専門家の意見を

取り入れながら、

感染状況に応じた

対応策を講じる。 

Ａ 昼間の検温、毎日の校内の消毒に

取り組むことができた。また、状

況に応じて、隣接する病院の医師

や看護師に対応策を講じ、児童生

徒、職員の健康管理や指導・支援

方法を工夫することができた。 

学校給食の充

実と食育の推

進 

健康管理の

ための栄養

管理及び食

物アレルギ

ー対応と給

食指導 

各学部、年に１回

以上食育の学習に

取り組む。 

学校経営案に食育

全体計画を掲載

し、職員の食育に

関する意識を高め

るとともに、体験

学習等をとおして

計画的に授業を実

施する。 

Ａ 各学部が、食育の学習を年間計画

に基づいて、実施することができ

た。栄養教諭をゲストティーチャ

ーに招いたり、実際に野菜を触っ

たり、香りを嗅いだりする等、体

験的な学習を取り入れた学習を行

うことができた。 

児童生徒が安心安

全な学校生活を送

ることができるよ

うに、給食に関す

る教職員の危機管

理意識を高める。 

年に１回以上食物

アレルギーに関す

る職員研修を行

う。 

Ａ 新型コロナウイルス感染症により

職員が一同に会して研修を行えな

かったため、全職員が必要な資料

を閲覧できるようにし、啓発を行

った。次年度は、年度当初に密を

避けてリモート研修を行えるよ

う、現在立案中である。 

情報  

教育 

情報視聴覚機

器の活用と情

報発信の推進 

学習指導に

おけるＩＣ

Ｔ機器の積

極的な活用 

すべての教室で遠

隔授業を含めＩＣ

Ｔ機器を活用した

授業を行う事がで

きるように、ネッ

トワーク環境及び

機器類の整備を９

月までに整える。 

 

計画的に大型モ

ニターやPCの購

入を行うととも

に、既存の機器

を有効活用でき

るように、機器

類や環境の把握

をしながら、適

切な整備や配置

を日常的に行

う。 

Ａ 今後の文科省ＧＩＧＡスクール

構想における機器の整備につい

て未確定な部分もあり、全ての

教室にという点では達成できな

かったが、必要十分な数のモニ

ター、ＰＣの整備及びこれまで

の機器の整理を行う事ができ

た。ネットワークについては、

既存の教育用ネットワークを利

用して環境を整備することがで

きた。 

職員のICT機器活

用に関する専門性

向上のための研修

を、長期休業中を

文科省のＧＩＧ

Ａスクール構想

における機器の

導入も視野に入

Ａ 今年度は、コロナ禍のために一

斉に集まっての研修等が難しか

ったが、小グループに分けての

必要な研修を３回以上行う事が



中心に最低３回

(各学期に１回程

度)実施する。 

れて、機器類の

効果的な活用に

関する研修を学

部単位で行う。 

できた。 

ロボットプログラ

ミング選手権２０

２０（病弱部門）

に参加する。 

プログラミング

に関する研修の

場(職員向け)を

設定し、定期的

な情報交換を図

りながら、児童

生徒のロボット

プログラミング

選手権２０２０

（病弱部門）を

目指す。 

Ａ 今年度は中学部、高等部のⅡ課

程のクラスで参加することがで

きた。中学部については九州大

会で勝ち残り、全国大会に出場

することもできた。各クラスで

担任を中心に計画的にプログラ

ム学習にも取り組んでもらうこ

とができた。今後は、他学部、

クラスにも広げていきたい。 

学校からの

情報発信力

の向上 

学校からの最新

情報を学校ホー

ムページに適宜

掲載する。 

管理職、各運営

委員、各学部等

からの最新情報

を毎月総務部会

で集約・編集

し、月に１回以

上ホームページ

を更新する。 

Ａ 管理職、各運営委員等からの最

新情報をホームページ担当者で

閲覧しやすく編集し、週に１回

以上更新した。 

個人情報等デ

ータ管理の徹

底 

危機管理意

識の保持と

セキュリテ

ィの徹底 

電子情報も含むす

べての個人情報に

関する取り扱いを

徹底する。 

・「県立学校にお

ける電子情報保全

に関するガイドラ

イン」をもとに、

情報資産の取り扱

いについての共通

理解を学期末ごと

に繰り返し図る。 

・ＵＳＢメモリ等

の定期的な点検を

徹底するととも

に、情報資産の持

ち出しに向けて、

ファイルの暗号化

等のセキュリティ

についての研修を

実施する。 

Ａ ＵＳＢメモリ等の取扱や定期的な

点検については、係を中心に継続

して行う事ができた。また、校内

のネットワークの整備を行うこと

で、校内においてのデータの移行

等に関してはＵＳＢメモリを使わ

なくても良い環境作りに取り組ん

だ。今後新たなネットワークの導

入もあるので、さらに活用できる

ような環境作りをおこないたい。 

個人情報等データ管理やセキュリ

ティについては、時間等の関係で

全体や学部ごとの研修を実施する

ことはできなかったが、学部連絡

やゆうネット等を活用し適宜情報

提供を行うことはできた。 

環境 

整備 

学習環境の整

理と整備 

全職員によ

る美化活動

の推進 

計画的・効率的な

環境整備に全職員

で取り組む。 

校内環境整備につ

いて、毎月の総務

部会で整備の必要

な箇所を検討した

上で、整備計画を

立案し、年３回以

上、全職員で環境

整備に取り組む。 

Ａ 校内で環境整備が必要な箇所を毎

月総務部会で集約した上で、整備

計画を立案し、年間計画に計４回

の環境整備を計画し、全職員で効

率的な美化活動に取り組むことが

できた。 

環境教育・エ

コ活動の推進     

 

 

 

環境教育の

取組 

学部や課程毎に児

童生徒の実態に応

じた環境教育に取

り組む。 

日常的に実践でき

る取組内容を総務

部会で計画を立

て、毎月１回以

上、各学部・課程

に発信し、取り組

んだ結果を次回の

Ａ 日常的に実践できる給食時に出る

プラスチックごみを分別してごみ

出しする取組を総務部と保健部で

計画を立て、各学部・課程に発信

し、児童生徒のエコ活動の一環と

して取り組むことができた。活動

経過を部会で共有し、活動の活性



部会で確認する。 化も図ることができた。 

ゴミ処理の

共通理解、

節約の取組 

ゴミの分別と削

減、節電、用紙使

用量削減に努め

る。 

毎月末１回、事務

部から各種使用量

のデータをもら

い、ゆうｎｅｔ掲

示板と職員連絡会

等での呼び掛けを

行い、各項目の使

用量節減を図る。 

Ａ 毎月末に電気・水道の使用量デー

タを確認し、掲示板及び学部会等

で部員より節電・節水の呼びかけ

を行った。節電は、コロナ禍での

換気の必要性から難しかったが、

水道とガスは昨年度比で１割削減

できた。今後はまだ削減できる部

分（こまめなスイッチのオンオフ

等）に取り組む。 

 

４ 学校関係者評価 
・コロナ対策は大変だったと思うが、丁寧に取り組んでいる。保護者の理解を得ながら、今後も推進して欲しい。 
・危機管理の観点から、登校時の健康観察にドライブスルー方式を採用した事は、意識が高く素晴らしい。 
・評価項目の中で、Ｂの評価のものは、コロナ禍の影響による、物理的な課題や外部的な要因があることにより、簡
単には改善できない項目である。学校だけの努力ではどうにもならない部分については外部からの協力者、協力機関
等との連携を検討していくと良い。この場合にも、予算的なサポートが必要と思われるため、教育委員会や自治体な
どとの協議会での検討が必要と思われる。 
・コロナ禍において、リモートや学校行事の精選など、課程や生徒の実態に応じて色々と工夫している。全体的に見
ても目標は達成できている。 
・施設・設備に関しては、予算の関係もあると思うが、児童生徒の為にしっかりと改善に取り組んで欲しい。 
・これまでにない環境の中で工夫して取り組んだ成果が出ている。今後の教育活動に生かして欲しい。 

 

５ 総合評価 
 保護者対象の学校評価アンケートでは、昨年度、満足度９０点を超えた「本校に入学させて良かったと思う」教師
は熱意を持って、一生懸命取り組んでいる」「教師は、児童生徒についての保護者の相談に適切に応じている」の３
項目に加えて、今年度は「学校は児童生徒一人一人を大切にした授業づくりを実施している」「学校は特別支援教育
に積極的に取り組んでいる」「学校と保護者との相互連携ができている」「学校は特色ある教育活動を実施してい
る」「学校訪問時や電話での学校職員の対応は適切である」「学校は健康や安全面に十分配慮して教育活動を行って
いる」６項目、併せて９項目（全体２１項目）が９０点を超えた。その他においても７０点台の項目が昨年度の３項
目から１項目に減少した。コロナ禍にあって、病弱支援学校として通常にも増して慎重な対応と、家庭との緊密なコ
ミュニケーションの結果であると推測される。唯一７０点台であったのは「教育活動に必要な施設・設備が整ってい
る」であった。 
 全体としても平均が８８点と、この３年間の中で一番高く、本校の目標である「児童生徒一人一人の今を充実させ
るとともに、将来の自立と社会参加を目指し、可能性を伸ばす」ための本校の取組が保護者に評価されたものと思
う。 
 また、この学校評価においても３７項目中Ａ評価が２６項目と、昨年度の１７項目から大幅に増加した。コロナ禍
のため、学校関係者評価の実施者である学校運営協議会委員に本校の教育活動を目の当たりにしてもらう事は難しか
ったが、文化祭等の学校行事の様子を動画や写真で見てもらったり、新型コロナウイルス感染症予防対策に関して詳
細な報告をしたりすることで、学校の取組を理解してもらった。 

 

６ 次年度への課題・改善方策 
・次年度以降も、新型コロナウイルス感染症予防対策には引き続き細心の注意を持って取り組む。 
・施設・設備に関しては、現況で可能な範囲は必要に応じて対応していきたい。同時に、５年後、１０年後の本校の
ビジョンを持ち、それに基づいて、県や隣接する熊本再春医療センターと連携しながら、引き続き改善に取り組む。 
・保護者アンケートの「学校と地域との連携がとれている」で、「分からない」という回答が２１％あった。今年度
はホームページや保護者への文書で、地域との連携について昨年度よりも多くの分量を割いて記述したが、コロナ禍
による学外での活動の中止もあり、伝わりにくい部分もあったのかと思う。広報活動により一層取り組む。 
・今年度は教育課程検討委員会をカリキュラム・マネジメント委員会に変え、教育課程について様々な工夫や改善を
行った。新しい学習指導要領に対応できるよう、現在の取組を継続する。 
・次年度は、ＧＩＧＡスクール構想により、教育のＩＣＴ化が一気に進む。機器の整備は進みつつあるが、その効果
的な活用についても研修等を通して積極的に取り組む。 
・職員の時間外勤務はかなり減少した。今後も、職員が教育に心身ともに健康な状態で取り組めるよう、業務の改善
や削減だけでなく職員の意識改革も含め、例外のない、大胆な「働き方改革」を継続して実施する。 
 

 


